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Ⅰ 静岡県地域福祉支援計画策定・推進本部設置要綱

（目的）
第１条 静岡県地域福祉支援計画の策定及び推進を図るため、静岡県地域福祉支援計画策
定・推進本部（以下「本部」という｡)を設置する。

（所掌事務）
第２条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
（１）静岡県地域福祉支援計画の策定及び推進
（２）市町地域福祉計画の策定及び推進に関する支援
（３）その他前条の目的を達成するために必要な事項
（本部）
第３条 本部は、別表に掲げる本部員をもって構成する。
２ 本部に本部長を置き、本部長には健康福祉部長をもって充てる。
３ 本部は、別に組織する静岡県地域福祉支援計画策定委員会と連携して、所掌事務に当た
るものとする。

（作業部会）
第４条 第２条に掲げる事務に係る調査研究等を行うため、本部に静岡県地域福祉支援計画
策定・推進作業部会（以下「作業部会」という｡）を必要に応じて置くことができる。

２ 作業部会は、本部員の所属する課等のうち、部会長が必要と認める課等の職員及び部会
長が必要と認める健康福祉センターの職員等をもって構成する。

３ 作業部会の部会長は、健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課長をもって充てる。
（会議）
第５条 本部の会議は本部長が招集し、本部長は会議の議長となる。
２ 本部長が必要があると認めるときは、本部員以外の者を出席させて意見又は説明を求め
ることができる。

（庶務）
第６条 本部の事務局は、健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課に置く。
（委任）
第７条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は別に定める。

附 則
この要綱は、平成17年１月14日から施行する。

附 則
この改正は、平成17年４月１日から施行する。

附 則
この改正は、平成19年４月１日から施行する。

附 則
この改正は、平成20年４月１日から施行する。

附 則
この改正は、平成21年４月１日から施行する。

附 則
この改正は、平成22年４月１日から施行する。

附 則
この改正は、平成23年４月１日から施行する。

附 則
この改正は、平成24年４月１日から施行する。

附 則
この改正は、平成 27 年４月１日から施行する。

附 則
この改正は、令和２年５月１日から施行する。

附 則
この改正は、令和２年８月 20 日から施行する。

附 則
この改正は、令和４年４月１日から施行する。

附 則
この改正は、令和５年９月 21 日から施行する。
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静岡県地域福祉支援計画策定・推進本部

区 分 部局名 役職名

本部長 健康福祉部 健康福祉部長

本部員 知事直轄組織
政策推進局長

地域外交局長

危機管理部 危機管理部参事（政策調整担当）

経営管理部 地域振興局長

くらし・環境部

政策管理局長

県民生活局長

建築住宅局長

スポーツ・文化観光部

スポーツ局長

総合教育局長

健康福祉部

理事（医療介護連携対策担当）

政策管理局長

福祉長寿局長

こども未来局長

障害者支援局長

医療局長

健康局長

生活衛生局長

経済産業部

政策管理局長

就業支援局長

交通基盤部 政策管理局長

教育委員会事務局 教育部参事（総括担当）

警察本部 総務部参事官兼総務課長

事務局 健康福祉部 福祉長寿政策課長

別表
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Ⅲ 静岡県地域福祉支援計画評価委員会設置要綱
（目的）

第１条 静岡県地域福祉支援計画の推進により地域共生社会の実現を図るため、社会福祉

法（昭和26 年法律第45 号）第108 条の規定に基づき静岡県地域福祉支援計画（以下「支

援計画」という。）の評価等を行う静岡県地域福祉支援計画評価委員会(以下「委員会」と

いう。)を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は、支援計画に関する以下の事務を行う。

(1) 支援計画の調査、分析及び評価に関すること。

(2) 支援計画の進捗管理に関すること。

(3) 支援計画の中間見直しに関すること。

（組織）

第３条 委員会は、福祉・医療関係者、地域福祉実践者、学識経験者等をもって構成する。

２ 委員の任期は、３年を超えない範囲で別に定め、再任を妨げないものとする。ただし、

欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 委員会に委員長１名及び副委員長１名を置き、副委員長は委員長の指名により選任す

る。

４ 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。

（委員会）

第４条 委員会は、委員長が招集する。

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 委員長は、必要に応じ、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くこ

とができる。

（庶務）

第５条 委員会の事務局は、健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課に置く。

（委任）

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、令和４年 12 月 16 日から施行する。
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別表

静岡県地域福祉支援計画評価委員会委員名簿

※敬称略、５０音順

◎委員長 ○副委員長

氏 名 職業又は役職名

稲垣 康次 富士宮市福祉企画課長

岩倉 睦弘 静岡県民生委員児童委員協議会会長

五味 響子 NPO 法人静岡県ボランティア協会副理事長

竹内 浩視 一般社団法人静岡県医師会理事

土屋 幸己
一般社団法人コミュニティーネットハピネス

代表取締役

◎中島 修 文京学院大学人間学部人間福祉学科教授

中村 彰男
KHJ 静岡県いっぷく会会長

(NPO 法人 KHJ 全国ひきこもり家族会連合会静岡県支部)

○松田 智 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会福祉企画部長

見野 孝子 株式会社ＬＣウェルネス代表取締役

守谷 充子 社会福祉法人磐田市社会福祉協議会地域福祉課長

諸田 嘉人
社会福祉法人天竜厚生会

地域福祉事業部地域福祉課長



79

Ⅳ 計画に位置付ける施策と SDGｓの関連

持続可能な社会の実現を目指し、平成 27（2015）年 9 月に国連で採択された「持続可

能な開発目標（ＳＤＧｓ）」では、令和 12（2030）年に向けて、すべての国々に普遍的

に適用される 17 の目標に基づき、経済・社会・環境をめぐる広範な課題への統合的な

取組が求められている。

ＳＤＧｓの 17 の目標

１ あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

２ 飢餓を終わらせ、食料安全保障と栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する

３ あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

４ すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進
する

５ ジェンダー（社会的・心理的性別）の平等を達成し、すべての女性と女児のエン

パワーメント（能力強化）を行う

６ すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

７ すべての人々の安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセス
を確保する

８ 包摂的かつ持続可能な経済成長、すべての人々の完全かつ生産的な雇用とディー
セント・ワーク（働きがいのある人間らしい雇用）を促進する

９ レジリエント（強靭）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進、イ
ノベーションの拡大を図る

10 国内と国家間の不平等を是正する

11 包摂的、安全、レジリエント（強靭）で持続可能な都市と人間居住を実現する

12 持続可能な生産消費形態を確保する

13 気候変動とその影響を軽減するための緊急対策を講じる

14 持続可能な開発のために海洋資源を保全し、持続的に利用する

15 陸上生態系の保護・回復・持続的な利用、森林の持続可能な管理、砂漠化への対
処、土地の劣化の阻止・回復、生物多様性の損失の阻止を促進する

16 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会の促進、すべての人々の司法へのア
クセス提供、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度の構
築を図る

17 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活
性化する
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Ⅴ 社会福祉法（抄）
(昭和 26 年法律第 45 号)

(目的)
第一条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福
祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会
福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の
確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを
目的とする。

(福祉サービスの基本的理念)
第三条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身
ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう
に支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。

(地域福祉の推進)
第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する
地域社会の実現を目指して行われなければならない。

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下

「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構

成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会

が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世

帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状

態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に

関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを

必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での

各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う

関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するも

のとする。

(福祉サービスの提供の原則)
第五条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、
利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、
かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行い
つつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。

(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)
第六条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を
目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に
関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じな
ければならない。
２ 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備そ
の他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に
あたつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連
携に配慮するよう努めなければならない。

３ 国及び都道府県は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）において重層的支援体制整備事業（第
百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。）その他地域生活課題の解決に資す
る支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提
供その他の援助を行わなければならない。

(包括的な支援体制の整備)
第百六条の三 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実
情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係
機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する
支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。
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一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が
相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等
が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策
二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提
供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備
に関する施策
三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他
の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資す
る支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策

２ 厚生労働大臣は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲
げる施策に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

（重層的支援体制整備事業）
第百六条の四 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第
一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を
行うことができる。

２ 前項の重層的支援体制整備事業とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく
事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対
する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に
整備する事業をいう。
一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利
用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、
障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜
の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業
ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第
三号に掲げる事業

ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業
ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業
二 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに
対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による
必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で
定めるものを行う事業

三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するため
の支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を
行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的
に行う事業
イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるも
の

ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業
ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に
掲げる事業

ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業
四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその
世帯に対し、訪問により状況を把握した上で、相談に応ずること、利用可能な福祉サービスに
関する情報の提供及び助言を行うことその他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ
継続的に行う事業

五 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、複
数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相
互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業

六 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住民
に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他
の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業

３ 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するに当たつては、母子保健法第二十二条第二項に
規定する母子健康包括支援センター、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括
支援センター、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条の二第
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一項に規定する基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業を
行う者その他の支援関係機関相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。

４ 市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、
重層的支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委
託することができる。

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、
正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（重層的支援体制整備事業実施計画）
第百六条の五 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第百六条の三第二項の指針
に則して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業
の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画（以下この条において「重
層的支援体制整備事業実施計画」という。）を策定するよう努めるものとする。

２ 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更するときは、地域住民、
支援関係機関その他の関係者の意見を適切に反映するよう努めるものとする。

３ 重層的支援体制整備事業実施計画は、第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、介護保
険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画、障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画、子ども・子育て支
援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画その他の法律の規定による
計画であつて地域福祉の推進に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならな
い。

４ 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、
これを公表するよう努めるものとする。

５ 前各項に定めるもののほか、重層的支援体制整備事業実施計画の策定に関し必要な事項は、厚
生労働省令で定める。

（支援会議）
第百六条の六 市町村は、支援関係機関、第百六条の四第四項の規定による委託を受けた者、地域
生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者（第三項及び第四項におい
て「支援関係機関等」という。）により構成される会議（以下この条において「支援会議」という。）
を組織することができる。

２ 支援会議は、重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うとと
もに、地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を
行うものとする。

３ 支援会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、支
援関係機関等に対し、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に関する資料又は情報の提供、
意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

４ 支援関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるもの
とする。

５ 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務
に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

６ 前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。

（市町村の支弁）
第百六条の七 重層的支援体制整備事業の実施に要する費用は、市町村の支弁とする。

（市町村に対する交付金の交付）
第百六条の八 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交
付金として交付する。
一 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六
条の四第二項第三号イに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額
の百分の二十に相当する額

二 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六
条の四第二項第三号イに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額
を基礎として、介護保険法第九条第一号に規定する第一号被保険者（以下この号において「第
一号被保険者」という。）の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮
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して、政令で定めるところにより算定した額
三 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六
条の四第二項第一号イ及び第三号ロに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところによ
り算定した額に、介護保険法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率（第百六条
の十第二号において「第二号被保険者負担率」という。）に百分の五十を加えた率を乗じて得た
額（次条第二号において「特定地域支援事業支援額」という。）
の百分の五十に相当する額
四 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六
条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額
の四分の三に相当する額

五 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第一号、第三号及び前号に規定する事業以
外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として
予算の範囲内で交付する額

第百六条の九 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した
額を交付金として交付する。
一 前条第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の十二・五に相当する額
二 特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額
三 第百六条の七の規定により市町村が支弁する費用のうち、前条第一号及び第三号に規定する
事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額
として当該都道府県の予算の範囲内で交付する額

（市町村の一般会計への繰入れ）
第百六条の十 市町村は、当該市町村について次に定めるところにより算定した額の合計額を、政
令で定めるところにより、介護保険法第三条第二項の介護保険に関する特別会計から一般会計に
繰り入れなければならない。
一 第百六条の八第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の五十五に相当
する額から同条第二号の規定により算定した額を控除した額

二 第百六条の八第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額に百分の五十から第二
号被保険者負担率を控除して得た率を乗じて得た額に相当する額

（重層的支援体制整備事業と介護保険法等との調整）
第百六条の十一 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法第百二十二
条の二（第三項を除く。）並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定の適用については、第百二
十二条の二第一項中「費用」とあるのは「費用（社会福祉法第百六条の四第一項に規定する重層
的支援体制整備事業（以下「重層的支援体制整備事業」という。）として行う同条第二項第三号イ
に掲げる事業に要する費用を除く。次項及び第百二十三条第三項において同じ。）」と、同条第四
項中「費用」とあるのは「費用（重層的支援体制整備事業として行う社会福祉法第百六条の四第
二項第一号イ及び第三号ロに掲げる事業に要する費用を除く。）」とする。

２ 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律第九十二条の規定の適用については、同条第六号中「費用」とあるの
は、「費用（社会福祉法第百六条の四第一項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同条第
二項第一号ロ及び第三号ハに掲げる事業に要する費用を除く。）」とする。

３ 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における子ども・子育て支援法第六十五条の
規定の適用については、同条第六号中「費用」とあるのは、「費用（社会福祉法第百六条の四第一
項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同条第二項第一号ハ及び第三号ニに掲げる事業
に要する費用を除く。）」とする。

４ 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における生活困窮者自立支援法第十二条、第
十四条及び第十五条第一項の規定の適用については、同法第十二条第一号中「費用」とあるのは
「費用（社会福祉法第百六条の四第一項に規定する重層的支援体制整備事業（以下「重層的支援
体制整備事業」という。）として行う同条第二項第一号ニに掲げる事業の実施に要する費用を除
く。）」と、同法第十四条中「費用」とあるのは「費用（重層的支援体制整備事業として行う事業
の実施に要する費用を除く。）」と、同法第十五条第一項第一号中「額」とあるのは「額（重層的
支援体制整備事業として行う社会福祉法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用
として政令で定めるところにより算定した額を除く。）」とする。
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(市町村地域福祉計画)
第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以
下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り
組むべき事項
二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項
２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住
民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。
３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行う
よう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとす
る。

(都道府県地域福祉支援計画)
第百八条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見
地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下
「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り
組むべき事項
二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤
整備に関する事項
五 市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の実施の支
援に関する事項

２ 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、
公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよ
う努めるものとする。
３ 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析及び評
価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変
更するものとする。


